
管内事務職員会９月研修会 ～質問～ 
 

＜質問者＞  塩釜第二小学校 佐藤 達己 さん 
 
  Q1.謝金扱いの非常勤職員は，出勤簿を使用するのか？  

A． 基本的には使用するのが望ましい。 
 
  Q2.出勤簿の表示で，無給休養はどのように表示するのか？ 

A． 無給休養と分かるように表示する。 
 

  Q3.謝金講師の旅費請求の方法は？ 
A． 産休代替の引継ぎ旅費の請求方法と同様です。 
 

  Q4.非常勤講師の職員番号の設定の仕方は？ 
A． 学校コード＋内訳コード＋１ 
 

  Q5.過去使用していた職員番号は使用できるか？ 
     A.  １６年度は過去の番号を使用しないで，新たに設定しました。 


